
　　　　契約担当官
　　　　航空自衛隊第３航空団
　　　　会計隊長　長谷川　拓生

1 競 争 入 札 に （1）件　　名

付 す る 事 項 （2）履行期間

（3）履行場所

2 入 札 日 時 令和８年６月１９日 (金)

3 入 札 場 所

4 参 加 資 格

5 入 札 方 法

6 保 証 金 入札保証金及び契約保証金　免除

7 入 札 の 無 効

8 契約書等作成の有無

9 契 約 の 方 法

10 契 約 条 項 を
示 す 場 所

11 郵 便 入 札 の 許 否 許可　※　事前に申し出ること。

12 そ の 他

TEL（0176）53-4121（内線：3670）
担当： 藤田

公 告 役 - 第 13 号

航空自衛隊大湊分屯基地

14時00分

航空自衛隊三沢基地（合同庁舎１階会計隊入札室）

(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。
(2) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以
上に格付けされた東北の競争参加資格を有する者。
(3) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達
に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の
者でないこと。

令 和 8 年 6 月 2 日

公  　　　　　告

下記により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

草刈り委託作業

契約締結日～令和8年11月30日

確定契約

航空自衛隊三沢基地第３航空団会計隊事務室
航空自衛隊三沢基地ホームページ

(1) 入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないとき
は、入札保証金相当額を徴収する。

(4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係の
ある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負に
ついて防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないもの
とする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合に
は、この限りではない。

落札判定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相
当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税
及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積
もった価格の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

４の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、
無効とする。

有

(2) 入札書に記載された金額の１００分の１１０に相当する金額に１円未
満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金
額を切り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。

(3) 入札の参加を希望するものは、入札日までに、上記の参加資格の写し
を契約担当官まで提出すること。

(4) 本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

FAX（0176）53-5464



F

契約担当官
航空自衛隊第３航空団

会計隊長　長谷川　拓生

：

： 航空自衛隊大湊分屯基地

(その他) ： 税抜

「記載事項」

１．不要な字句は適宜抹消して使用すること。

２．品名点数が少ないときは余白の欄に斜線すること。

３．２葉以上使用するときは総額欄は次葉へつづくとし最後の用紙に総額を記載すること。

草刈り委託作業

￥総 額

申 込 者 の 条 件

契約締結日～令和8年11月30日

合計

履行場所

納　　期
(履行期間)

(氏名)

単位 数量 単 価 金 額規 格

仕様書のとおり

以下余白

入　札　書
貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知のうえ、下記のとおり提出します。

令 和 8 年 6 月 19 日

(住所)

殿

品 名

式 1



航 空 自 衛 隊 仕 様 書 

仕様書の 

種  類 

内容による分類 役 務 等 仕 様 書 

性質による分類 個 別 仕 様 書 

物 品 番 号  
仕 様 書 番 号 

４２警隊ＬＰＳ－Ｘ０００１２ 

品 名 

又は 

件 名 

草刈り委託作業 

承 認 令和８年 ６月 １日 

作 成 令和８年 ６月 １日 

改 正 令和 年 月  日 

作成部    

隊等名 
第４２警戒隊 

1  総則 

1.1  適用範囲 

本仕様書は，航空自衛隊大湊分屯基地で実施する草刈り委託作業について適用す

る。 

1.2  履行場所：航空自衛隊大湊分屯基地 

1.3  履行期間：契約締結日～令和８年１１月３０日 

2   役務に関する要求 

2.1  役務概要：本役務は，航空自衛隊大湊分屯基地内における草刈り及び収集し

た草を基地内の指定された場所に集積を実施するものである。なお実施個所に

ついては下表による。 

場 所 面 積 備 考 

北側林内 26,000 ㎡ 別図参照 

2.2  一般仕様 

a) 本役務の履行にあたっては，本仕様書によるほか，関係法令に従い実施するも

のとする。 

b) 履行箇所以外の部分に損害を与えないように飛散防止ネット等をしようする

安全対策を講じるものとし，万一損傷を与えた場合は，契約相手側の負担におい

て現状に復旧するものとする。 

c) 基地内の立ち入り及び行動については、当基地で定められた所定の手続きを行

い基地内の規則に従うこと。 

d) 作業実施上必要な物品（水、燃料含む）及び仮設物の設置等についてはすべて

契約相手側負担とする。 

2.3  特記仕様 

a) 作業時間については，平日 0830～1630 を基準とする。 

b) 刈払い要領は，草刈り機，剪定ばさみ等を用いて約 5㎝以下に刈払い（竹，小

枝，つる性植物等の除去を含む。）を実施するものとする。 

3  監督・検査 

3.1   契約相手方は，作業完了後速やかに監督官に報告するとともに，検査官の完

了検査を受けるものとする。 

3.2  契約相手方の監督官の指示する書類等を提出するものとする。 

１ 



4  その他事項 

4.1   作業を実施するうえで問題等が生じた場合は官側と協議するものとする。 

4.2  契約相手方は，本仕様書の内容及び本役務で知り得た情報を第３者に漏らし

てはならない。 

4.3  契約相手方は，必要な資格を有した現場代理人または，主任技術者を指名し，

現場に常駐させ，その作業の監督指導を徹底させるものとする。また免状等の

写しを事前に監督官へ転出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件 名 草刈り委託作業 

２ 



別紙 

 

 

 

 

 

３. 


